
け
て
い
る
と
い
う
疑
惑
に

つ
な
が
る
か
ら
だ
。

０８
年
の
国
家
公
務
員
法
改
正

で
各
省
庁
に
よ
る

「再
就
職
斡

旋
」
禁
止
の
方
針
が
示
さ
れ
、

鳩
山
内
閣
は
昨
年
９
月
に
天
下

り
斡
旋
禁
止
を
閣
議
決
定
し
た
。

勧
奨
退
職
に
応
じ
て
も
、

役
所

か
ら
天
下
り
先
を
用
意
し
て
も

ら
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

普
通
な
ら
、

望
肩
た
た
き
″
に

応
じ
る
役
人
は
大
幅
に
減
る
の

が
自
然
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

実
際
は
退
職
勧

奨
を
拒
否
し
た
の
は

「課
長
補

佐
以
下
」
の
２
人
だ
け
。

全
体

の
９９

・
８
％
が
早
期
退
職
に
応

じ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
一

し
か
も
、

現
在
、

公
務
員
が

再
就
職
す
る
場
合
、政

府
の
「官

民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
」
を
通

じ
て
職
業
紹
介
を
受

け
る
こ
と

着
々
と

「抜
け
道
」
が
作
ら
れ
て
い
る

（事

業
仕
分
け
で
説
明
を
行
な
う
公
益
法
人
の
代
表
者
）

に
な
っ
て
い
る
が
、

就
職
が
決

ま
っ
た
本
省
課
長
級
以
上
の
４９

人
の
う
ち
、

同
セ
ン
タ
ー
を
通

し
た
の
は
、

わ
ず
か
に
社
会
保

険
庁
の
職
員
課
長
１
人

（東
京

実
業
健
康
保
険
組
合
に
再
就
職
）

し
か
い
な
い
。

残
る
４８
人
は
、

「
自
力
」
で
再
就
職
先
を
見

つ

け
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
に
し
て
は
、

実
際
の
就
職

先
を
見
る
と
各
省
の
「指
定
席
」

と
呼
ば
れ
て
き
た
天
下
り
先
が

日
上
立
つ
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

厚
生
労
働
省

（社
会
保
険
庁
）

の
官
僚
の
再
就
職
先
は
各
業
種

の
健
康
保
険
組
合

（
４
人
）
や

年
金
基
金

（２
人
）
な
ど
、

文

部
科
学
拾
め
官
僚
は
私
立
大
学
、

防
衛
省
か
ら
は
砲
弾
メ
ー
カ
ー

や
重
工
、

電
機
な
ど
の
防
衛
産

業
な
ど
に
再
就
職
し
た
ケ
ー
ス

が
多
い
。

一
体
、
ど
ん
な
就
職
活
動
を

し
た
の
か
。

常
勤
理
事
全
員
が
厚
労
省
Ｏ

Ｂ
と
い
う
特
殊
法
人

「社
会
保

険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
の
部

長
に
天
下
っ
た
元
社
会
保
険
庁

部
長
は
こ
う
答
え
た
。

「人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
に
登
録

し
た
が
、

斡
旋
し
て
も
ら
え
な

か
っ
た
。

そ
こ
で
先
輩
や
Ｏ
Ｂ

に
相
談
し
、
自
分
か
ら
応
募
し

た
ん
で
す
」

「
Ｏ
Ｂ
の
紹
介
」
で
あ
れ
ば
、

役
所
の
斡
旋
で
は
な
い
と
い
う

理
屈
な
の
だ
。
こ
れ
で
は
何
も

変
わ
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

字

複
数
の
役
所
が
ポ
ス
ト
を
交
換

リ
ス
ト
の
う
ち
、
ま
だ
天
下

っ
て
い
な
い
未
就
職
組
に
は
、

前
人
事
院
事
務
総
長
、

前
内
閣

法
制
局
長
官
、

前
内
閣
官
一房
副

長
宮

合
冗
国
税
庁
長
官
）
な
ど

が
い
る
。

前
総
務
次
官
は
現
在
、

日
給
約
２
万
円
の

「総
務
省
顧

問
」
だ
が
、

「
非
常
勤
な
の
で

業
務
が
な
い
時
は
出
勤
し
ま
せ

ん
」
（同
省
広
報
室
）
と
、

ほ
と

ん
ど
役
所
に
は
来
て
い
な
い
。

役
所
の

「顧
間
」
は
天
下
り
ま

で
の
待
機
ポ
ス
ト
と
さ
れ
、
リ

ス
ト
で
も

「未
就
職
」
扱
い
だ
。

「大
物
官
僚
に
は
天
下
リ
ポ
ス

ト
が
空
く
ま
で
の
待
機
期
間
が

あ
る
。
こ
れ
か
ら
６
月
１５
日
ま

で
省
庁
別
の
事
業
仕
分
け
が
行

な
わ
れ
る
か
ら
、

急
い
で
公
益

法
人
な
ど
に
天
下
れ
ば
目
立
っ

９３


